
一般競争入札公告 

令和５年９月 1 日 

次のとおり一般競争入札に付します。 

医療法人社団福仁会 

     理事長 松野多加子 

 

１．競争入札に付する事項 

件名：小松川病院令和５年度東京都病院診療情報デジタル推進事業に係る入札 

 

（１）調達内容及び数量 後述の「基本要件」並びに別添「電子カルテ要件仕様書」の内容を満たしていること 

（２）納品及び設置場所  医療法人社団福仁会 小松川病院 内 

（３）令和６年３月１日に本番稼働を行うことを前提とすること 

（稼働日については決定ベンダーの意見等を確認して最終的に決定する） 

２．基本要件 

（１）基本事項 

①本件システムは令和６年３月１日に本番稼働を行うことを前提とすること。 

（稼働日については、決定ベンダーの意見等を確認して最終的に決定する） 

②本件システムは、格納されている情報を、厚生労働省標準規格であるＳＳ－ＭＩＸ２ストレージに出力するこ

とが可能であること等を前提とし稼働後１年以内に実施すること。 

③本件システムとは、以下のシステムとし、導入にあたってはソフトウェア及びハードウェアを導入すること。 

・電子カルテシステム（オンプレ型） 

④接続システム（連携システム） ※今後の打合せにより変更する場合がある 

・医事会計：医事会計連携【機種名：Medicom-HSif(PHC 株式会社)】 

患者属性連携、オンライン請求、データ提出加算、オンライン資格確認 

・検査システム：FORZ：検査システム【株式会社エクセルクリエイツ社】 オーダー連携 

・勤怠管理：看護職員勤務予定表作成システム【株式会社エスエフシー新潟】連携 

・医用画像画像管理システム（ＰＡＣＳ)【キヤノンメディカルシステムズ】連携 

⑤端末機器・プリンタ等の最低必要台数は、予備機も含め以下の台数を導入すること。 

※今後の打合せにより変更する可能性あり。 

・デスクトップＰＣ：33 台 

・ノートＰＣ：21 台 



・Ａ4 モノクロプリンター：20 台 

・A3 カラープリンター：3 台 

・ラベルプリンタ：10 台 

・レスプリ：3 台 

・スキャナ：5 台 

・ハンディバーコードスキャナ：8 台 

３．入札参加条件 

（１）次の要件をすべて満たす者 

①当病院にて電子カルテシステム紹介及びデモ実施の実績のあるメーカー及び販社 

（２）入札に参加することができない者 

①当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

②落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

③監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者 

④正当な理由がなくて、契約を履行しなかった者 

⑤契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者 

⑥経営状態が著しく不健全であると認められた者 

４．入札参加手続等 

（１）入札参加希望者につきましては先ずはメールにてご連絡ください。電子カルテ要件仕様書をお渡し致します。 

（２）メールにて質問受付期間：令和５年９月２日（土）～９月 16 日（土） 

（３）参加手続きに関する書類 

・入札参加表明書 

・入札参加資格確認書類 

・入札書 

（４）法人概要説明書 (法人名、所在地、代表者氏名、設立年月日、事業内容、資本金額等が分かるもの） 

５．入札日・開札日 

（１） 入札に関しては総合評価方式とし、令和５年９月 20 日（水）14 時 00 分より 小松川病院 B 棟二階談話室に

て行う。併せて開札も同日に行うものとする。 

（２） 提出するもの 

   ・見積書 １部 

・要件仕様書 １部 

・その他 ※指摘があった場合 

（３） 連絡先所在地： 



〒132-0021 東京都江戸川区中央１－１－１５ 

担当者：事務長：白 京三   Email：komatsugawa-hosp@outlook.jp 

６．その他 

（１） 入札保証金及び契約履行保証 

ア 入札保証金 免除とする。 

イ 契約履行保証 免除とする。 

（２） 入札の無効 

本公告に示した競争入札資格のない者の入札、会社概要等に虚偽の記載があった者の入札及び入札に関する条

件に違反した入札は無効とする。 

（３） 落札者の決定方法 

入札に関しては総合評価方式に基づき見積書及び要件仕様書を評価し、有効な入札を行った者を落札者とす

る。 

（４） 手続きにおける交渉の有無 無。 

（５） 契約書作成の要否 要。 

（６） 関連情報を入手するための照会窓口 上記５（３）に同じ。 

（７） 本件競争入札に参加する資格があると確認された者に、経営、資産、信用の状況の変動により契約の履行がな

されないおそれがあると認められる事態が発生したときは、当該資格の確認を取り消すことがある。 

 


